
 平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月  
 
 
 

 財 団 法 人  介 護 労 働 安 定 セ ン タ ー  
京 都 支 部 長  得 能  正 一 郎  

 
介 護 サ ー ビ ス 事 業  

「 雇 用 管 理 責 任 者 講習 」 の ご 案 内  
 

拝 啓  時 下 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と お 喜 び 申 し 上 げ ま す 。  
平 素 よ り 財 団 法 人  介 護 労 働 セ ン タ ー 京 都 支 部 の 業 務 推 進 に

格 別 の ご 協 力 、 ご 支 援 を 賜 り 、 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  
 
さ て 、 ご 承 知 の よ う に 財 団 法 人  介 護 労 働 セ ン タ ー は 介 護 事

業 者 の 働 き や す い 職 場 作 り を 支 援 す る ほ か 、 介 護 労 働 者 の 能 力

開 発 ・ 向 上 、 福 利 厚 生 面 の 充 実 等 、 介 護 労 働 者 の 職 業 の 安 定 、

福 祉 の 増 進 の た め の 事 業 を 展 開 し て い る と こ ろ で あ り ま す 。  
 

  介 護 サ ー ビ ス 業 は 労 働 者 の 皆 様 が や り が い や 意 欲 を も っ て

働 け る 現 場 で あ る こ と が 、 良 質 の 介 護 労 働 者 が 定 着 し 、 ま た 良

い 人 材 が 確 保 維 持 で き る の で は な い で し ょ う か 。  
 

当 セ ン タ ー で は 毎 年 、 介 護 サ ー ビ ス 業 の 事 業 主 様 は じ め 施 設

長 、 ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー 、 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 等 の 方 々 に 雇 用 管

理 に 関 す る 知 識 を 持 っ て い た だ き 、 介 護 労 働 者 が 働 き や す い を

職 場 作 り に 貢 献 い た だ く た め に 「 雇 用 管 理 者 責 任 者 講 習 」 を 実

施 し て お り ま す 。  
 
「 雇 用 管 理 者 責 任 者 講 習 」 開 催 の 詳 細 が 決 ま り 次 第 ご 案 内 い た

し ま す 。 事 業 主 様 、 人 事 ・ 労 務 等 を 担 当 さ れ る 管 理 者 様 を は じ

め ケ ア マ ネ ー ジ ャ ー 、 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 の 皆 様 方 が 受 講 い た

だ だ き ま す よ う 、 お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  
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